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秘 密 保 持 同 意 書


私は、国立大学法人北海道国立大学機構 北見工業大学（以下「大学」という。）に所属する指導教員によって推進される、企業等との共同研究（共同研究に先立つ検討を含む。以下「共同研究等」という。）に参加するにあたり、下記事項を遵守することに同意いたします。

記

１．共同研究等の研究分担者として参加すること。

２．秘密保持について以下の例を理解し、共同研究等に関するいかなる秘密についても保持すること。
	《共同研究契約書において定められる秘密保持条項の例》　
（国立大学法人北海道国立大学機構北見工業大学共同研究契約雛形）
第17条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い相手方より開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の情報で秘密の指定があったもの（以下、「秘密情報」という。）について、契約項目表６に記載された研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。
２　甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に負わせるものとする。
３　前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらない。
（１）開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
（２）開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
（３）開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
（４）正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
（５）相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
（６）書面により事前に相手方の同意を得た情報
４　甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
５　前４項の規定は、表記契約項目表10②に記載の期間、有効とする。ただし、甲及び乙は、書面による合意の上、当該期間を延長し、又は短縮することができる。



３．共同研究等の成果として発明等の知的財産を創出した場合において、国立大学法人北海道国立大学機構（以下「機構」という。）が当該知的財産の承継を決定した場合には、当該知的財産を機構に譲渡すること。


	この同意書は指導教員が原本を保管するとともに、学生から受領後には速やかにその写しを大学の研究協力課へ提出すること。
